
明日の笑顔を共に創る

2026年1月14日 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

使用前自己確認制度に関する課題と要望
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※以降、株式会社セブン‐イレブン・ジャパンを「SEJ」と呼ぶ

資料１－２



明日の笑顔を 共に創る

アジェンダ

2

1. 事業概要

2. 使用前自己確認制度における課題、要望
① 本件設備における電気的試験の不適合性
② 現地試験省略の指導と本文のずれ
③ 各保安監督部間のルール解釈等の違い
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【事業概要】太陽光パネル設置

第三者所有モデル（※）

設置・管理 サービス料
（光熱費として）

太陽光パネル

太陽光パネル設置スキーム

高圧受電設備

電力供給

※所有者は地域別に区分け（機器別ではない）
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【事業概要】太陽光パネル設置

＜歴史＞
・2008年  テスト導入
・2011年～ 10kW(9.6kWac)モデル本格展開
・2022年～ 大容量モデル（30kWdc-22kWac）

を標準化

＜従来＞10kWモデル

年間発電量：約10,000kWh/年

＜最新＞30kWモデル
年間発電量：約32,000kWh/年

発電容量約３倍
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パネル
容量

23年2月末
累計

24年2月末
累計

25年2月末
累計

5kW 約550店 約550店 約500店

10kW
(9.6kWac)

約8,000店 約7,900店 約8,000店

10kW以上
（30kWモデル）

約200店 約400店 約600店

合計店舗数 約8,750店 約8,850店 約9,100店
（全21,743店）

PV容量の大容量化にシフト

10kW以上の大容量モデルは
30年度に累計約2,000店へ
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【事業内容】SEJ店舗・太陽光設備特徴

仕様規格化

保守・点検体制

系統保護対応

➢ 建物標準仕様（199㎡)
➢ 屋根置きPV 仕様パターン化（30kW）
➢ PCS JET認証機器使用（国内オムロン製）
➢ 設備全部材、メーカー限定管理

➢ 信頼性の高い保安協会等を主任技術者に起用
➢ パネル（留め金具含む）およびPCS目視点検
➢ 発電量見える化による異常モニタリング
➢ 保安規定に則った設備点検（3カ月毎の月次点検・年1回の年次点検）

➢ 異常発生時24時間365日メンテナンスコール体制
（店舗➤コールセンター➤PV管理者）

➢ 24時間365日 店舗営業＝常時有人施設

安全性担保
高信頼性・重大事故未然防止の仕組み

系統波及事故無し

➢ 全量自家消費
➢ PCS負荷追従機能+継電器RPR機能による系統への逆潮防止
➢ OVGR機能による高圧系統側での地絡検知した場合、発電停止
➢ 系統電圧異常時、PCS電圧上昇抑制機能による発電抑制
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【課題・要望】
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課題 要望

構内の高圧受電設備の変圧器二次側に接
続する10kW以上50kW未満の太陽光発電
設備（以降、「本件設備」）は、高圧の発電
設備と同等の電気的試験が求められており、
実際の電圧に対し過大な水準が課されて
いると考える。

本件設備により自家消費する場合は、
小規模事業用電気工作物と同等の
電気的試験を適用頂きたい。

負荷試験は、但し書きにより、規格試験が
あることを前提として現地試験の省略を
謳っているものの、温度上昇試験のみの省
略との指導が存在している。

「負荷試験」の試験項目の内容全般を
省略できるとの
全国的な統一的解釈を定めて頂きた
い。

設備の電気的仕様が同じにも関わらず全国
各保安監督部（または技官毎）間でルール
の解釈と適用が異なる。

ルールの全国的な統一的解釈を定め
て頂きたい。

課題①本件設備における電気的試験の不適合性

課題②現地試験省略の指導と本文のずれ

課題③各保安監督部間のルール解釈等の違い

◆使用前自己確認の項目一覧
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【課題①】本件設備における電気的試験の不適合性

出力等条件 高圧連系 低圧連系

2000kW以上 自家用電気工作物

2000kW未満
500kW以上

自家用電気工作物

500kW未満
50kW以上

自家用電気工作物

50kW未満
10kW以上

自家用電気工作物 小規模事業用電気工作物

10kW未満
（小規模発電設備）

自家用電気工作物 一般用電気工作物

経済産業省HP「太陽電池発電設備を設置する場合の手引き」よりSEJにて作成

新設された制度対象

◆出力別連系区分別の電気工作物一覧
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本件設備の位置付け
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【課題①】本件設備における電気的試験の不適合性
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【設計】
・受電用電線路にて構内の変圧器の二次側で負荷設備と並列して接続している50kW未満の
自家消費型太陽光発電設備（以下「本件PV設備」）の場合、負荷設備を考慮して
低圧用パワコンを使用することになる。（＝実質的に小規模事業用電気工作物と同じ形態）

【実態】
・系統連系申請時、系統連系規程の逆潮流時電圧変動対策（力率設定）は下記要件。
本件設備の如く逆潮流無しでの系統連系では、低圧の標準値0.95（一部で0.9あり）での
申請回答であり、低圧用パワコンの利用についても過去約700件の設置において指摘は皆無。

低圧 高圧

力率設定要件

運用・制御方式

0.80～1.0可変
標準値0.95

0.80～1.0可変
1%刻みで対応必須

力率一定制御
力率一定制御

力率改善用コンデンサや静止型無効電力
補償装置等による調整
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ＪＥＳＣ Ｅ７００２（２０２１）対象電気機械器具一覧
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IEC 62271-100「高電圧開閉装置及び制御装置－第100部：交流遮断器」

IEC 62271-102「高電圧開閉装置及び制御装置－第102部：交流断路器及び接地開閉器」

【課題①】高圧設備を前提としたルールの不適合性
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【課題②】現地試験省略の指導と本文のずれ
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【実態】
負荷試験は、但し書きにより規格試験（工場試験）の結果を前提として現地試験の省略を謳っ
ているものの、複数の保安監督部において温度上昇試験のみの省略との指導が存在している。

【背景】
負荷試験の本文では「現地での負荷試験は省略できる」との記述がある事から、負荷試験の
試験内容全般を省略できるものと理解する。
過去、負荷試験の省略に関して詳細の記述があるのは「太陽電池発電所に係る使用前自主
検査方法の見直しの検討状況について」（平成24年12月4日,商務流通保安グループ電力安全
課）における次の検討結果であり、以降においても「温度上昇試験のみの省略」との結果に
至った記述は見られない。
「５．規制改正要望に対する検討結果 （１１）負荷試験（出力試験）について」
太陽電池発電設備において、定格出力を一定に保つことを前提とした現地試験の実施は困難であることから、逆 
変換装置に係る負荷試験は、JEC-2470(2005)に規定されている温度上昇試験を実施した工場試験結果により
問題無いことを確認することで保安レベルを確保できることから、現地負荷試験に置き換えることを可能としたい
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【課題②】現地試験省略の指導と本文のずれ
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【実態】
負荷試験で要求する高調波測定は、現地試験省略条件であるJEC-2470に試験内容の一部と
して含まれるものの、複数の保安監督部より「温度上昇試験以外の試験」として現地試験実施
の指導が存在している。

出典：「JEC-2470 分散形電源系統連係用電力変換装置 2017年制定」, 電気学
会, 2018 より一部抜粋

◆JEC-2470の試験項目（抜粋）
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【課題②】現地試験省略の指導と本文のずれ
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【補足】
◆温度上昇試験以外の試験◆ JEC-2470の入手が容易ではない。 （電気書院：5,720円）

  ➤ 例えば、各送配電事業者HP掲載の約款別冊にて高調波試験における判別基準が確認可能。

発行体 書類名 実施日 電圧 高調波（電圧歪率または電流歪率）規定値

北海道電力ネットワーク 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件 2025年10月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率5％以下，各次電流歪率 3％以下
高圧

東北電力ネットワーク 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件 2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率 5 パーセント，各次電流歪率 3 パーセント以下
高圧

東京電力パワーグリッド 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件 2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率５%，各次電流歪率３%以下
高圧

中部電力パワーグリッド
託送供給等約款別冊１ 系統連系技術要件

2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下かつ各次電流歪率３パーセント以下
託送供給等約款別冊２ 系統連系技術要件 高圧

北陸電力送配電 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件 2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセント以下
高圧

関西電力送配電 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件 2025年4月1日
低圧 高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント以下に，かつ，各次電流歪率３パーセント以

下高圧

中国電力ネットワーク
託送等供給等約款別冊Ⅰ 系統連系技術要件

2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率５％、各次電流歪率３％以下
託送等供給等約款別冊Ⅱ 系統連系技術要件 高圧

四国電力送配電 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件 2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪み率５パーセント，各次電流歪み率３パーセント以下
高圧

九州電力送配電 託送供給等約款別冊 系統連系技術要件 2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率５パーセント，各次電流歪率３パーセント以下
高圧

沖縄電力
託送供給等約款別冊 系統連系技術要件（低圧版）

2025年4月1日
低圧

高調波流出電流を総合電流歪率５％，各次電流歪率３％以下
託送供給等約款別冊 系統連系技術要件（高圧版） 高圧

※異音、異臭については判別基準となる規定が不明。
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【課題③】各保安監督部間のルール解釈等の違い

・全国的・統一的な解釈を得られないため、地域ごとで太陽光発電設備導入の進捗にバラつき
が発生し、再エネ進捗の差にも繋がる。

※北海道、北陸は本PV設備設置無し、沖縄は別設備の為、確認実施せず。

確認項目 関東 中国 九州 東北 中部 近畿 四国

1 電気的評価
（法的なものではない）

小規模事業用
と同等

自家用

（技術的には
小規模と同等）

自家用 自家用

（技術的には
小規模と同等）

自家用

2
No.17

負荷遮断試験 現地試験省略可

現地試験
省略不可

（現地試験できる限り）

現地試験
省略不可

（現地試験できる限り）

現地試験
省略不可

（現地試験できる限り）
（過去実績が乏しく

評価不可）

現地試験
省略不可

（現地試験できる限り）

3
No.19

負荷試験 現地試験省略可

現地試験
省略不可

（温度上昇試験のみ
 省略可）

現地試験
省略不可

（温度上昇試験のみ
 省略可）

現地試験
省略不可

（温度上昇試験のみ
省略可）

現地試験
省略不可

（温度上昇試験のみ
省略可）

各保安監督部の現地試験省略に関する見解比較
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APPENDIX
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期待される効果

1. 運用効率化とリスク低減
・ 問い合わせによる行政負担の軽減
・ 届出～受理期間の長期化防止が期待できる
➤事業者のキャッシュフロー悪化リスク、投資回収期間の長期化リスクの低減

2. 事業性向上による自家消費の推進＜ 49.5kWシステム15年稼働の場合＞

・ 屋根設置（10kW以上）のシステム費用：２３．９万円/kW
・ 設置コスト ：1200万円
・ 発電量 ：約74万kWh
                                 発電単価：16.22円/kWh
・ 電気代高騰前の10年間平均電力単価：16.90円/kWh
・ CO₂排出削減量：約300t-CO₂

【想定試算】
現地試験省略にて

▲0.2～0.3円/kWh
※第100回 調達価格等算定委員会資料（2024年12月）中の各指数より算定

小規模での自家消費の
事業性を向上
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【課題・要望】設置形態の多様化を背景とした新たな規制体系
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太陽電池発電設備の安全確保に向けた取り組み 令和3年12月24日 経済産業省
産業本グループ より抜粋



明日の笑顔を 共に創る

R5年度 電気保安統計に見る小規模事業用太陽電池発電設備事故の傾向

18

自然災害起因の事故が多数

独立行政法人製品評価技術基盤機構「電気保安の現状について」,令和7年3月
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R5年度 電気保安統計に見る自家用太陽光発電所事故の傾向
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自然災害以外による事故が多数
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使用前自己確認制度の検査項目

構造的確認

電気的確認

確認項目
①外観検査
②設計荷重の確認
③⽀持物構造の確認
④部材強度の確認
⑤使⽤材料の確認
⑥接合部構造の確認
⑦基礎及びアンカー強度の確認
⑧アレイ⾯の最⾼の⾼さが９m を超える場合に必要な確認
⑨⼟砂の流出及び崩壊の防⽌に係る確認
⑩接地抵抗測定
⑪絶縁抵抗測定
⑫絶縁耐⼒試験
⑬保護装置（パワコン）試験
⑭遮断器関係試験
⑮総合インターロック試験
⑯制御電源喪失試験
⑰負荷遮断試験
⑱遠隔監視制御試験
⑲負荷試験（出⼒試験）

事故の実態に比して、電気的確認は
高い水準の試験に見直されている
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確認方法
（自家用）

発電設備出力の１／４負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次２／４、３／４、４／４負荷運転
まで段階的に試験を行う。
発電電圧について、過渡変化を記録できる測定機器（発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。）により確認する。
なお、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して支障ないと認められるもの

については記録により確認できるものとする。

確認方法
（小規模）

発電設備出力の１／４負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次２／４、３／４、４／４負荷運転
まで段階的に試験を行う。
発電電圧について、過渡変化を記録できる測定機器（発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。）により確認する。

なお、逆変換装置が（b）判定基準に適合することを示す第三者認証を取得している場合についてはその
範囲で省略すること、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して支障ない
と認められるものについては記録により確認できるものとする。

最大出力の1/4から4/4の運転で段階的に遮断試験を行なう。
出力発電設備が何かしらの事故等が原因で遮断した際に、系統側及び構内に影響を与えることが無いかを
評価する試験。

⑰負荷遮断試験



明日の笑顔を 共に創る

⑲負荷試験（出力試験）

確認方法 発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転
し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器（発電所の構
外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内巡視等の方法により確認する。
連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施する。
ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたもの及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）

（ＪＥＣ－２４７０（２０１８）にて追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装置については、

現地での負荷試験は省略できるものとする。

判定基準 発電設備の各装置の定格は図面等どおりであり、かつ、異常が認められないこと。

異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無
高調波（電圧歪率）の有無（電力系統の電圧を歪ませる、また電気機器に高調波障害を発生させる電流又は電圧の有無）

警報の有無

※確認方法については、自家用と小規模とで差異無し。

各地方の保安監督部により
解釈が異なる
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電技解釈第20条他に順当すると弊社が判断した「電気機械器具」

※ 継電器及びZPDについては下記のメーカー見解を根拠として、対象外とした。

※ ケーブルは「電技解釈」内に於いて「電線」との呼称であり、
「電気機械器具」と別個に扱われている為、対象外とした。

※CTは継電器用のものではなく、一般計器用のものを採用している。
 今回RPRの動作によって、遮断する機器は存在せず（短絡電流を検知するOCR用のものではない）、

   またRPRを動作させるためのCTであり、RPRに5Aまでを正確に入力する性能だけ有していれば良い為、
一般計器用のCTを採用。

『継電器およびZPD（零相電圧検出用コンデンサ＋零相電圧変換器）に関しては、
電技20条の対象機器は以下の通り定められており、記載の[計測器用]コンデンサは対象外であると考えている。
（→温度上昇試験は未実施※周囲温度が35℃の環境で、ZPD本体温度が30℃以下になるように設計、製造。（定格6,600Vを印加時））
（対象は

であり、電力用コンセンサは対象であるが、計測器用のものは対象外）
また、本章の解説、またはその内容を補足しているJESC E7002を参照すると、本対象は解体・現地組み立てを想定したような設備を
対象としていることがわかり、本装置は対象外の機器であると考えている』 （原文ママ）

No. 該当する電気機械器具 規格

１ VT（計器用変圧器） JIS C 1731-2及びJEC-1201-2007

２ CT（計器用変流器） JIS C 1731-1

３ MCCB / 交流集電盤内配線用遮断器（サーキットブレーカ） JIS C 8201-2-1

４ ELCB / 交流集電盤内漏電用遮断器 JIS C 8201-2-2



明日の笑顔を 共に創る

高圧受電且つ50kW未満の事例

某外食チェーン店様某小売スーパーチェーン店様某ドラッグストアチェーン店様

特に首都圏で散見される
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【事業概要】標準仕様化による全国への展開

25

PV機器の設置位置を標準設計図に組み込み
運用スキームに乗せることで全国展開

PVパネル位置
30kW

パワコン位置
（屋内設置）

22kWac
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【事業内容】標準単線結線図

26

専用保護継電器
（逆潮流しない設計）

負荷追従型単相パワコン（JET認証品）
4台計22kW

標準設計図に組み込み
全国の新店に水平展開

高圧受電設備
集電箱

パワコン
太陽光
パネル

分電盤
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